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第１  農業経営基盤の強化の促進に関する目標 

１  現状と課題  

本市の農業は、北西部の中山間地帯、西南部の水田地帯、北東部の畑地帯等変化に富んだ地形

と温暖な気候に恵まれ、野菜、水稲、果樹、花き、畜産等多彩な農畜産物が生産されており、特になす、

すいか、みかん、メロンは全国でも有数の産地を形成し、機械化、施設の高度化も進んできている。 

また、農地が中心市街地を取り囲む形で、農業生産の現場と都市圏人口１００万人を擁する大消費

地とが隣接しており、消費地（食）と生産地（農）の距離が極めて近く、全国でも恵まれた生産条件を有

しているため、少量多品目の生産者も多く、直売所を中心に地産地消、都市農村交流が広がりを見せ

ている。 

しかし、全国と同様に担い手の減少や高齢化の進行、市街化の進展に伴う優良農地の減少など引

き続き厳しい環境にある。また、農産物価格が伸び悩むなか、農業経営費は増加しており厳しい経営

を余儀なくされている。そのため、地域計画の実現に向け農地集積・集約化を促進するとともに、規模

拡大や新技術の導入等による一層の生産性向上とコスト低減が求められる。 

 

 

２  目指すべき方向 

このような現状及びその課題の下で、農業が職業として選ばれる魅力とやりがいのあるものとなるよう、

将来（概ね１０年後）の農業経営の発展の目標を明らかにし、効率的かつ安定的な農業経営体を育成

することとする。 

具体的な経営の指標は、現に成立している優良な経営体の事例を踏まえつつ、農業経営の発展を

目指し農業を主業とする農業者が、地域における他産業従事者並みの生涯所得に相当する次の水準

を実現できるものとし、また、これらの経営体が本市農業生産の相当部分を担う農業構造を確立してい

くことを目指す。 

 

（１）  目標とする年間農業所得及び年間労働時間 

①年間農業所得 

○家族経営  主たる従事者１人あたり概ね４５０万円以上（１経営体あたり概ね９００万円以上） 

○法人経営  剰余金、労働報酬及び役員報酬等の額が、主たる従事者１人あたり概ね４５０万円

以上 

 

②年間労働時間 

主たる従事者１人あたり２，０００時間程度 

 

（２）  具体的推進方策 

本市は、将来の農業を担う若い農業経営者の意向その他の農業経営に関する基本的条件を考

慮して、意欲と能力があり経営の発展を目指す農業者又は農業に関係する団体が、地域の農業の

振興を図るために行う自主的な努力を助長することを目的として、これを支援する農業経営基盤強

化促進事業その他の措置を総合的に実施する。 

まず、本市は、農業協同組合、農業委員会、熊本県県央広域本部農林部農業普及・振興課(以
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下「県農業普及・振興課」という。)等が十分なる相互の連携のもとで濃密な指導を行うため、熊本市

担い手育成総合支援協議会（以下「担い手協議会」という。）において、集落段階における農業の将

来展望とそれを担う経営体を明確にするため徹底した話し合いを促進する。更に、意欲ある農業者

の認定農業者への誘導と期間満了の認定農業者への着実な再認定を進めるため、農業経営改善

計画の樹立支援を積極的に行う。また、農業経営改善計画の目標達成に向け、専門家による指導・

助言を行う。次に、農業経営の改善による望ましい経営体の育成を図るため、施設園芸について

は、低コストと高品質生産との調和を図りながら、機械化・省力化などのスマート農業技術の導入、作

業環境の改善、ピーク時期の作業の外部化などにより、労働時間の短縮、労働負荷の軽減など、就

業条件の改善を進めるとともに、経営管理の合理化や雇用労働をめぐる問題など適切な対処を行

う。 

併せて集約的な経営展開を助長するため、県農業普及・振興課や農業協同組合等と連携を図り

ながら、既存施設園芸の作型や新品種の導入等による高収益化や新規作目の導入を推進する。 

土地利用型農業による発展を図ろうとする意欲的な農業者に対しては、農業委員などによる掘り

起こし活動を強化して、農地の出し手・受け手に係る情報の一元的把握のもとに両者を適切に結び

つけて利用権設定等を進める。 

また、これらの農地の流動化に関しては、農地中間管理機構等を活用しながら土地利用調整を全

体的に展開し、集団化･連担化した条件で担い手に農用地が利用集積されるよう努める。 

水田農業等の土地利用型農業が主である地域で、農用地の利用集積が遅れている集落におい

ては、効率的かつ安定的な農業経営体の育成を図るため、地域での話し合いと合意形成を推進し

ていく。また、地域での話し合いを進めるにあたっては、農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律

第６５号。以下「法」という。）第１２条第１項の規定による農業経営改善計画の認定を受けた者（以下

「認定農業者」という。）の経営改善に資するよう担い手協議会の構成機関間の役割分担を明確に

し、認定農業者の育成、集落営農の組織化・法人化等、地域の実情に即した経営体の育成及び農

用地の利用集積の方向性を具体的に明らかにするよう指導を行う。特に、認定農業者等の担い手の

不足が見込まれる地域においては、集落を単位とした集落営農の組織化・法人化を促進するため、

特定農業法人制度及び特定農業団体制度の普及啓発とその制度の取組について、指導、助言を

行う。 

また、このような農地貸借による経営規模拡大と併せて農作業受委託による実質的な作業単位の

拡大を促進するとともに、農地中間管理機構との連携を密にして農地貸借の促進と農作業受委託の

促進が一体となって、意欲的な農業経営体の規模拡大に資するよう努める。また、生産組織は効率

的な生産単位を形成するうえで重要な位置付けであると同時に、農地所有適格法人等の組織経営

体への経営発展母体としても重要な組織であることから、オペレーターの育成や農作業受委託の促

進等を図ることにより地域及び営農の実態等に応じた生産組織を育成するとともに、その経営の効

率化を図り、体制が整ったものについては法人形態への誘導を図る。 

さらに、本市の農業生産の重要な担い手である女性農業者については、認定農業者等の共同申

請による経営参画の拡大を図るとともに、家族経営協定の普及を進め、集落営農の組織化・法人化

にあたっての話し合いの場に女性の参加を呼びかける等、女性農業者の積極的な地域農業への参

画を促進する。 

加えて、新たな地域農業の担い手の確保・育成の観点から、農業参入を希望する個人や法人に
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ついては、農業委員会、農業協同組合、土地改良区及び担い手協議会等の関係機関、関係団体と

連携協力して、情報提供・技術指導等を行うこととする。 

なお、担い手の効率的かつ安定的な農業経営の改善を図るため、小規模な兼業農家や生きがい

農業を行う高齢農家、土地持ち非農家等との間で補助労働力の提供等による役割分担の明確化を

目指していく。更に、地域資源の維持管理や農村コミュニティの維持が図られ、地域全体としての発

展に結びつくよう専業農家のみならず、兼業農家等にも本法その他の諸施策に基づく農業経営基

盤の強化及び農業構造の再編の意義について、理解と協力を求めていくこととする。 

特に、法第１２条の農業経営改善計画の認定制度については、本制度を望ましい経営体の育成

施策の中心に位置づけ、農業委員会の支援による農用地の集積はもちろんのこと、その他の支援

措置についても認定農業者に集中的かつ重点的に実施されるよう努めることとし、本市が主体となっ

て、関係機関、関係団体にも協力を求めながら制度の積極的活用を図るものとする。 

さらに、地域の面的な広がりを対象とした事業の実施にあたっても、当該実施地区において経営

を展開している認定農業者にも十分配慮し、事業の実施がこのような農業者の経営発展に資するよ

う、事業計画の策定等において経営体育成の観点から十分な検討を行う。 

 

(ア)  認定農業者、集落営農及び農業法人の育成 

本市は、担い手協議会の指導のもと、認定農業者又は今後認定を受けようとする農業者や生産

組織等を対象に、経営診断の実施、先進的技術の導入等を含む生産組織や経営管理の合理化等

の経営改善方策の提示等の重点的指導及び農業協同組合支所・支店単位の研修会の開催等を関

係機関の協力を得ながら行っていく。更に、農業経営の法人化にあたっては、法人化に向けた講習

会などの啓発活動や個別指導を行うとともに、専門家派遣による課題や問題点解決などの指導・助

言を行う。 

また、農業法人に対しては経営形態や規模に応じた農地の集積や資本装備の高度化、雇用確

保の円滑化に向けた環境整備、次世代の経営を担う人材育成のための研修会や、農商工連携など

の経営の多角化・複合化への取組を支援する。 

 

(イ)  地域営農組織の育成 

組織化が遅れている地域については、農業協同組合、農業委員会、県農業普及・振興課等と連

携し、座談会を開催するなど地域の合意形成を図る。そのうえで農作業受託組織なども包含した地

域営農組織の育成を推進する。また、既存の地域営農組織については、組織の再編や統合により

スケールメリットを活かせる経営規模への拡大を進める等、経営基盤の強化を図る。また、リーダー

研修会や熊本県農業経営・就農支援センターのスペシャリスト派遣などにより、経営感覚に優れた

経営者を育成するとともに、農地の面的利用や農業機械の整理・合理化を行い、生産コストの削減

を図る。更に、農作業受託等による経営規模拡大や年間を通した仕事の創出、農地の有効利用、

露地野菜や農産加工などの新たな部門への参入による経営の多角化等を支援し、組織の経営力

強化を図るとともに、熟度の高い組織を対象に、地域の実態に応じた法人化を推進する。 

(ウ)  時代の変化に対応した農業所得の確保と最大化（稼げる農業）の更なる加速化 

農業所得の確保と最大化に向け、これまでの取組を更に加速化させる。具体的には、農業所得

の最大化に向け、これまでの農地集積や生産・集出荷施設の再編等の取組を加速化させたうえで、
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限られた労働力のなかで、品質・収量の向上及び生産性の高い農業経営の確立に向け、ロボット技

術やＩＣＴ技術等の新技術を最大限に活用できるよう、現場の実態に応じたスマート農業を積極的に

推進する。また、担い手への農地集積・集約化や高収益作物の導入・定着化、農地の大区画化、汎

用化、畑地化・高機能化を推進する。 

農業生産の礎である農業水利施設の老朽化対策が課題となっていることから、排水機場などの基

幹的農業水利施設の更新を計画的に行い、施設の長寿命化を図るための戦略的な保全管理への

取組に加え、農業者を支える団体等の体制や活動の強化等を支援する。 

さらに、多様化する国内外の消費ニーズを的確に捉え、生産部門と連携した供給体制の構築を

進めるとともに、農畜産物の販売チャンネルに対応した販売支援と情報発信に取り組み、販路拡大

を図る。また、農畜産物の販路拡大の一つの手段として輸出の拡大に取り組み、新たなルートの開

拓支援や海外展開に向けて関係機関と連携して環境整備に取り組む。 

加えて、様々なリスクにさらされている農業の経営安定を図るため、農業保険や品目別の価格安

定制度等、農業者それぞれの経営形態に応じた適切なセーフティーネットの加入促進を図るととも

に、災害等の緊急事態において円滑な事業復旧・継続を可能とするために農業版ＢＣＰ（事業継続

計画書）の作成・活用を推進する。 

 

３  新たな農業経営を営もうとする青年等の確保・育成 

（１）  新規就農の現状 

本市の令和６年度(２０２４年度)の新規就農者は５０人(雇用就農含む)であり、過去５年間の平均に

おいても５４名と目標人数を確保できていない。従来からの基幹作物であるなす、すいか、みかん等

の産地としての生産量の維持・拡大を図っていくため、将来にわたって地域農業の担い手を安定的

かつ計画的に確保していく必要がある。 

 

（２）  新たな農業経営を営もうとする青年等の確保に関する目標 

（１）に掲げる状況を踏まえ、本市は青年等に農業を職業として選択してもらえるよう将来（農業経

営開始から５年後）の農業経営の発展の目標を明らかにし、新たに農業経営を営もうとする青年等の

確保・育成を図っていくものとする。 

ア  確保・育成すべき人数の目標 

国が掲げる新規就農者の確保・定着目標や、熊本県が作成した「農業経営基盤の強化の促進

に関する基本方針」に掲げられた、新たに農業経営を営もうとする青年等の育成・確保目標年間４

９０人を踏まえ、本市においては年間７０人(雇用就農含む)の当該青年等の確保を目標とする。 

イ  新たな農業経営を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標 

本市の他産業従事者や優良な農業経営の事例と均衡する年間総労働時間（主たる従事者１人

あたり２，０００時間程度）の水準を達成しつつ、農業経営開始から５年後には農業経営で生計が

成り立つ主たる従事者 1人あたり年間農業所得２５０万円以上を目標とする。 

（３）  新たに農業経営を営もうとする青年等の確保に向けた本市の取組 

上記に掲げた新たに農業経営を営もうとする青年等を確保・育成していくためには、就農相談か

ら就農、経営定着の段階まできめ細かに、かつ重点的に支援していくことが重要である。 
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第２  農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の

類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標 

農業経営基盤の強化の促進に関する目標を実現するため、主な営農類型について、効率的かつ安定

的な農業経営の指標を次のとおり定める。 

指標の策定にあたっては､次の事項を前提とする。 

 ※目標年次 令和１４年(２０３２年) 

 

１  家族経営 

農業経営の現状と他産業従事者の所得や労働時間を踏まえ、将来目標とすべきモデル的な経営パタ

ーンを示す。 

（１）  目標農業所得 主たる従事者１人あたり概ね４５０万円以上（１経営体あたり概ね９００万円以上） 

（２）  労働時間    主たる従事者１人あたり年間２，０００時間程度 

（３）  労働力の目安 

（ア）  自家労力   １経営体あたり経営者を含めて従事者２～３人 

（イ）  雇用労働力  ゆとりある経営を実現するために雇用を積極的に導入 

 

２  法人経営 

家族経営の目標とすべき経営水準に達した経営体の次のステップとして、規模拡大や経営の高度化に

よる法人化の経営パターンを示す。 

（１）  目標農業所得 主たる従事者１人あたり概ね４５０万円以上 

（２）  労働時間    主たる従事者１人あたり年間２，０００時間程度 

（３）  雇用労働力   雇用労働力の導入 

 

３  モデル経営類型 

ア  家族経営 

営農類

型 

経営規模 生産方式 経営管理の方

法 

農業従事者の

態様等 

水稲（主 <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

食用米、 水稲  １，０００ａ 田植機  の活用による  定の締結 

飼料用 麦  １，２００ａ 自脱型コンバイン  経営の自己 ・休日制の導 

米等） 大豆  ６００ａ 大豆コンバイン  分析  入 

＋  
 

播種機 ・青色申告の ・給料制の導 

麦 <経営面積> ブームスプレイヤー・動力噴霧器  実施  入 

＋  １，６００ａ トラクター ・経営の体質 ・労災保険等 

大豆  
<労働時間> トラック 

堆肥散布機 

 強化のため 

 の自己資本 

 への加入 

・労働環境の 
 ４，０００時間 

 
 の充実  快適化のた 

 
 

<経営の特徴>   めの農作業 
 <主たる従事者人数> ・機械化一貫体系による大規模経営   環境の改善 
 ２人 ・圃場の汎用化と団地化  ・農繁期の雇 
 

 
・疎植及び緩効性肥料施肥などの低   用の確保 

   コスト技術の導入   
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営農類

型 

経営規模 生産方式 経営管理の方

法 

農業従事者の

態様等 

  ・共同乾燥調整施設を利用   
 

 
・基幹的作業の受託   

ブロッコ <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

リー ブロッコリー  ２００ａ 田植機  の活用による  定の締結 

＋ 冬キャベツ  ３００ａ コンバイン  経営の自己 ・休日制の導 

冬キャベ 水稲  ４８０ａ 播種機  分析  入 

ツ 飼料用米  ３２０ａ 育苗ハウス ・青色申告の ・給料制の導 

＋ 
 

ブームスプレイヤー  実施  入 

水稲（主 <経営面積> 動力噴霧器 ・経営の体質 ・労災保険等 

食用米、 ８００ａ トラクター  強化のため  への加入 

飼料用 
 

トラック  の自己資本 ・労働環境の 

米等） <労働時間> セル苗移植機  の充実  快適化のた 
 ７，８００時間 運搬機   めの農作業 

  管理機   環境の改善 
 <主たる従事者人数> 畝立機  ・農繁期の雇 
 ２人    用の確保 

  <経営の特徴>   
  ・ブロッコリー、キャベツと水稲の輪作   
   体系   
  ・セル苗の機械移植  

 

  ・根こぶ病対策の徹底  
 

 
 

・作期に応じた適正品種構成  
 

 
 

・雇用労働力の活用(臨時雇用)  
 

温州み <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

かん 温州みかん極早生 ８０ａ マルチ資材  の活用による  定の締結 
         早生 １４０ａ スピードスプレイヤー  経営の自己 ・休日制の導 
         普通 １２０ａ 動力噴霧器  分析  入 
 

 
潅水装置・貯水槽 ・青色申告の ・給料制の導 

 <経営面積> トラック  実施  入 
 ３４０ａ 園内作業道路 ・経営の体質 ・労災保険等 
 

 
予措・貯蔵庫  強化のため  への加入 

 <労働時間> 防風ネット  の自己資本 ・労働環境の 
 ５，８００時間 剪定枝破砕機  の充実  快適化のた 
 

  
  めの農作業 

 <主たる従事者人数> <経営の特徴>   環境の改善 
 ２人 ・極早生から普通（貯蔵）まで組合せ  ・農繁期の雇 
  ・園内作業道整備及びスピードスプレ   用の確保 
   イヤー防除による省力化ヤー防除に   
 

 
 よる省力化   

 
 

・シートマルチ及び点滴潅水による高   
 

 
 品質果実の安定生産  

 

 
 

・雇用労働力の活用(臨時雇用)  
 

温州みか <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

ん 

＋ 

温州みかん極早生 ６０ａ 

        早生  ８０ａ 

連棟ハウス 

スピードスプレイヤー 

 の活用による 

 経営の自己 

 定の締結 

・休日制の導 

不知火         普通  ８０ａ 動力噴霧器  分析  入 

類 不知火  ハウス  ３０ａ 潅水装置・貯水槽 ・青色申告の ・給料制の導 
 不知火   露地  ５０ａ トラック  実施  入 
 

 
園内作業道路 ・経営の体質 ・労災保険等 

 <経営面積> 予措・貯蔵庫  強化のため  への加入 
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営農類

型 

経営規模 生産方式 経営管理の方

法 

農業従事者の

態様等 

 ３００ａ 作業機械一式  の自己資本 ・労働環境の 
 

  
 の充実  快適化のた 

 <労働時間> <経営の特徴>   めの農作業 
 ５，３００時間 ・園内作業道整備及びスピードスプレ   環境の改善 
 

 
 イヤー防除による省力化  ・農繁期の雇 

 <主たる従事者人数> ・温州みかんと不知火類の組合せによ   用の確保 
 ２人  る経営の安定   

  ・施設化による収益性向上と労力分散   

温州みか <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

ん 温州みかん極早生 ８０ａ 棚施設  の活用による  定の締結 

＋         早生  １００ａ スピードスプレイヤー  経営の自己 ・休日制の導 

落葉果        普通  ８０ａ 動力噴霧器  分析  入 

樹 ウメ ５０ａ / ナシ ５０ａ 潅水装置・貯水槽 ・青色申告の ・給料制の導 
 落葉果樹(いずれか１品 トラック  実施  入 
 目） 園内作業道路 ・経営の体質 ・労災保険等 
  予措・貯蔵庫  強化のため  への加入 
 <経営面積> 防風ネット  の自己資本 ・労働環境の 
 ３１０ａ 作業機械一式  の充実  快適化のた 
  

 
  めの農作業 

 <労働時間> <経営の特徴>   環境の改善 
 ５，８００時間 ・園地条件に応じた落葉果樹の導入  ・農繁期の雇 

  ・園内作業道整備及びスピードスプレ   用の確保 
 <主たる従事者人数>  イヤー防除による省力化   
 ２人 ・温州みかんと落葉果樹の組合せによ   
   る経営の安定   

  ・雇用労働力の活用(臨時雇用)   

促成なす <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

＋ 促成なす  ５０ａ 連棟ハウス  の活用による  定の締結 

水稲 水稲  １００ａ ハウス自動開閉装置  経営の自己 ・休日制の導 

 
 

潅水装置  分析  入 
 <経営面積> 暖房機 ・青色申告の ・給料制の導 
 １５０ａ ハウス循環扇  実施  入 

  動力噴霧器 ・経営の体質 ・労災保険等 
 <労働時間> トラクター  強化のため  への加入 
 ７，３００時間 トラック  の自己資本 ・労働環境の 

  管理機  の充実  快適化のた 
 <主たる従事者人数> 畝立機   めの農作業 

 ３人    環境の改善 
  <経営の特徴>  ・農繁期の雇 

 
 ・一部耐候性ハウスの導入 

・購入苗の利用 

  用の確保 

  ・水稲の基幹作業は営農組織に委託 
 

 

  ・雇用労働力の活用(臨時雇用)   

冬春トマ <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

ト 冬春トマト  ８０ａ 連棟ハウス  の活用による  定の締結 

＋ 水稲  １８０ａ ハウス自動開閉装置  経営の自己 ・休日制の導 

水稲  動力噴霧器  分析  入 
 <経営面積> 潅水装置 ・青色申告の ・給料制の導 
 ２６０ａ 暖房機  実施  入 
 

 
ハウス循環扇 ・経営の体質 ・労災保険等 

 <労働時間> トラクター  強化のため  への加入 
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営農類

型 

経営規模 生産方式 経営管理の方

法 

農業従事者の

態様等 

 １０，４００時間 トラック の自己資本 ・労働環境の 
 

 
運搬機  の充実  快適化のた 

 <主たる従事者人数> 管理機   めの農作業 
 ３人 畝立機   環境の改善 
    ・農繁期の雇 
  <経営の特徴>   用の確保 
  ・購入苗利用   

  ・共同選果施設利用   

  ・黄化葉巻病対策の徹底   

  ・水稲の基幹作業は営農組織に委託   

  ・雇用労働力の活用(臨時雇用)   

冬春ミニ <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

トマト 冬春ミニトマト  ４５ａ 連棟ハウス  の活用による  定の締結 

＋ 水稲  １８０ａ ハウス自動開閉装置  経営の自己 ・休日制の導 

水稲 
 

動力噴霧器  分析  入 
 <経営面積> 潅水装置 ・青色申告の ・給料制の導 
 ２２５ａ 暖房機  実施  入 
 

 
ハウス循環扇 ・経営の体質 ・労災保険等 

 <労働時間> トラクター  強化のため  への加入 
 ７，３００時間 トラック  の自己資本 ・労働環境の 

  管理機  の充実  快適化のた 
 <主たる従事者人数> 畝立機   めの農作業 
 ３人    環境の改善 
  <経営の特徴>  ・農繁期の雇 
  ・耐病性品種の導入   用の確保 
  ・共同選果施設利用   
  ・水稲の基幹作業は営農組織に委託   
  ・雇用労働力の活用(臨時雇用)   

周年メロ <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

ン（アー 春夏アールスメロン９０ａ 連棟ハウス  の活用による  定の締結 

ルス） 秋冬アールスメロン９０ａ ハウス自動開閉装置  経営の自己 ・休日制の導 
  動力噴霧器  分析  入 
 <経営面積> 潅水装置 ・青色申告の ・給料制の導 
 ９０ａ 暖房機  実施  入 

  ハウス循環扇 ・経営の体質 ・労災保険等 
 <労働時間> トラクター  強化のため  への加入 
 ４，２００時間 トラック  の自己資本 ・労働環境の 

  運搬車  の充実  快適化のた 
 <主たる従事者人数> 管理機   めの農作業 

 ２人 

 

畝立機 

<経営の特徴> 

  環境の改善 

 用の確保 

  ・作型適正化による高品質生産   
  ・メロン退緑黄化病対策   

  ・土づくりによる品質向上、安定生産   

  ・高品質生産に向けた栽培管理の徹   

   底   

  ・雇用労働力の活用(臨時雇用)   

     

春夏す <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

いか 春夏すいか 延べ１２０ａ 連棟ハウス  の活用による  定の締結 

＋ （一部は２回作付） ハウス自動開閉装置  経営の自己 ・休日制の導 
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営農類

型 

経営規模 生産方式 経営管理の方

法 

農業従事者の

態様等 

秋冬メロ 秋冬メロン  ５０ａ 動力噴霧器  分析  入 

ン（アー 水稲  １００ａ 潅水装置 ・青色申告の ・給料制の導 

ルス）  暖房機  実施  入 

＋ <経営面積> ハウス循環扇 ・経営の体質 ・労災保険等 

水稲 ２２０ａ トラクター  強化のため  への加入 
  トラック  の自己資本 ・労働環境の 
 <労働時間> 運搬車  の充実  快適化のた 
 ４，０００時間 管理機   めの農作業 
  畝立機   環境の改善 
 <主たる従事者人数>   ・農繁期の雇 
 ２人 <経営の特徴>   用の確保 
  ・連棟ハウスは年３作(すいか春作＋春   

   作植替＋メロン秋冬作）   
  ・水稲の基幹作業は営農組織へ委託    

 
 

  

春夏す <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

いか 春夏すいか  １００ａ 連棟・単棟ハウス  の活用による  定の締結 

＋ 水稲  １００ａ ハウス自動開閉装置  経営の自己 ・休日制の導 

水稲 ニガウリ  ２０ａ  動力噴霧器  分析  入 

＋ /夏秋なす２０ａ 潅水装置 ・青色申告の ・給料制の導 

ニガウリ (いずれか１品目） 暖房機  実施  入 

/夏秋な 
 

ハウス循環扇 ・経営の体質 ・労災保険等 

す <経営面積> トラクター  強化のため  への加入 

 ２００ａ トラック  の自己資本 ・労働環境の 
 

 
運搬車  の充実  快適化のた 

 <労働時間> 管理機   めの農作業 
 ４，３００時間 畝立機   環境の改善 
 

 
  ・農繁期の雇 

 <主たる従事者人数> <経営の特徴>   用の確保 
 ２人 ・植替えの場合はニガウリ、植替えしな   
   い場合は夏秋なす   
  ・施肥調整（カリウム減肥）   

  ・水稲の基幹作業は営農組織に委託   
     

秋冬メロ <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

ン（アン 秋冬メロン  ８０ａ 連棟ハウス  の活用による  定の締結 

デス） 春夏メロン  ５０ａ ハウス自動開閉装置  経営の自己 ・休日制の導 

＋ 春夏ニガウリ  ３０ａ 動力噴霧器  分析  入 

夏秋メロ 
 

潅水装置 ・青色申告の ・給料制の導 

ン 

＋ 

<経営面積> 

８０ａ 

暖房機 

ハウス循環扇 

 実施 

・経営の体質 

 入 

・労災保険等 

春夏ニガ 
 

トラクター  強化のため  への加入 

ウリ <労働時間> トラック  の自己資本 ・労働環境の 
 ４，０００時間 管理機  の充実  快適化のた 
 

 
畝立機   めの農作業 

 <主たる従事者人数>    環境の改善 
 ２人 <経営の特徴>  ・農繁期の雇 
  ・作型適正化による高品質生産   用の確保 

 
 ・メロン退緑黄化病対策 
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営農類

型 

経営規模 生産方式 経営管理の方

法 

農業従事者の

態様等 

水稲 <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

＋ 水稲  ２００ａ 連棟ハウス  の活用による  定の締結 

冬春キュ 冬春キュウリ  ５０ａ ハウス自動開閉装置  経営の自己 ・休日制の導 

ウリ 夏秋キュウリ  ５０ａ 動力噴霧器  分析  入 

＋ 
 

自動潅水装置 ・青色申告の ・給料制の導 

夏秋キュ <経営面積> 暖房機  実施  入 

ウリ ２５０ａ ハウス循環扇 ・経営の体質 ・労災保険等 
 

 
トラクター  強化のため  への加入 

 <労働時間> トラック  の自己資本 ・労働環境の 
 １２，０００時間 管理機  の充実  快適化のた 
 

 
畝立機   めの農作業 

 <主たる従事者人数>    環境の改善 

 ３人 <経営の特徴>  ・農繁期の雇 
  ・共同選果施設の利用   用の確保 
  ・購入苗の利用   

  ・水稲の基幹作業は営農組織に委託   
  ・雇用労働力の活用（臨時雇用）   

水稲 <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

＋ 水稲  ９０ａ 田植機  の活用による  定の締結 

秋冬トマ 秋冬トマト  ４０ａ コンバイン  経営の自己 ・休日制の導 

ト 春夏メロン  ６０ａ 播種機  分析  入 

＋ 
 

連棟ハウス ・青色申告の ・給料制の導 

春夏メロ <経営面積> ハウス自動開閉装置  実施  入 

ン １５０ａ  動力噴霧器 ・経営の体質 ・労災保険等 
 

 
自動潅水装置  強化のため  への加入 

 <労働時間> 暖房機  の自己資本 ・労働環境の 
 ４，６００時間 ハウス循環扇  の充実  快適化のた 
 

 
トラクター   めの農作業 

 <主たる従事者人数> トラック   環境の改善 
 ２人 運搬車  ・農繁期の雇 
  管理機   用の確保 
  畝立機   
  

 
  

  <経営の特徴>   
  ・土壌水分の適正管理ができる施設の   
   整備（強制暗梁、隔離ベッド等）   

  ・作業の共同化、生産の組織化輪作   

   体系の導入   

水稲 <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

＋ 

ピーマン 

水稲  １００ａ 

ピーマン  ６０ａ 

田植機 

コンバイン 

 の活用による 

 経営の自己 

 定の締結 

・休日制の導 
 

 
播種機  分析  入 

 <経営面積> 連棟ハウス ・青色申告の ・給料制の導 
 １６０ａ ハウス自動開閉装置  実施  入 
 

 
動力噴霧器 ・経営の体質 ・労災保険等 

 <労働時間> 潅水装置  強化のため  への加入 
 ５，０００時間 暖房機  の自己資本 ・労働環境の 
 

 
ハウス循環扇  の充実  快適化のた 

 <主たる従事者人数> トラクター   めの農作業 

 ２人 トラック   環境の改善 

  管理機  ・農繁期の雇 
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営農類

型 

経営規模 生産方式 経営管理の方

法 

農業従事者の

態様等 

  畝立機   用の確保 

     

  <経営の特徴>   
  ・購入苗の利用   
  ・雇用労働力の活用（臨時雇用）   

レンコン <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 
 レンコン(ハウス)  ８０ａ 連棟ハウス  の活用による  定の締結 
 レンコン(露地)  １１０ａ トラクター  経営の自己 ・休日制の導 
 

 
トラック  分析  入 

 <経営面積> 水圧式収穫機 ・青色申告の ・給料制の導 
 １９０ａ   実施  入 

  <経営の特徴> ・経営の体質 ・労災保険等 
 <労働時間> ・品質管理の徹底  強化のため  への加入 
 ４，８００時間 ・ハウスレンコンと露地レンコンの組合  の自己資本 ・労働環境の 
   せによる出荷時期拡大  の充実  快適化のた 
 <主たる従事者人数>    めの農作業 

 ２人    環境の改善 

    ・農繁期の雇 

     用の確保 
 

 
   

 
 

   

水稲 <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

＋ 水稲  ４０ａ 田植機  の活用による  定の締結 

イチゴ イチゴ  ３０ａ コンバイン  経営の自己   

  播種機  分析 ・休日制の導 
 <経営面積> 連棟ハウス ・青色申告の  入 
 ７０ａ 育苗施設  実施 ・給料制の導 
   ハウス自動開閉装置 ・経営の体質  入 
 <労働時間> 高設栽培システム  強化のため ・労災保険等 
 ４，８００時間 動力噴霧器  の自己資本  への加入 

  潅水装置  の充実 ・労働環境の 
 <主たる従事者人数> 電照施設一式   快適化のた 
 ２人 暖房機   めの農作業 

  トラクター   環境の改善 
  トラック  ・農繁期の雇 
  管理機   用の確保 

  畝立機   

  予冷庫   

     

 
 <経営の特徴> 

・ベンチ育苗の導入 

  

  ・共同作業（定植、ビニル張り）   

キク(電照 <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

) 電照キク 延べ  ９０ａ 連棟ハウス  の活用による  定の締結 

＋ (年２作) 育苗ハウス  経営の自己 ・休日制の導 

水稲 水稲  １２０ａ 動力噴霧器  分析  入 

＋ スイートコーン  ３０ａ 潅水装置 ・青色申告の ・給料制の導 

スイート  電照施設一式  実施  入 

コーン <経営面積> 暖房機 ・経営の体質 ・労災保険等 

 １９５ａ トラクター  強化のため  への加入 
  トラック  の自己資本 ・労働環境の 
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営農類

型 

経営規模 生産方式 経営管理の方

法 

農業従事者の

態様等 

 <労働時間> 管理機  の充実  快適化のた 

 ７，７００時間 畝立機   めの農作業 

  冷蔵庫   環境の改善 
 <主たる従事者人数> 養液土耕装置  ・農繁期の雇 
 ２人 選花機   用の確保 

  カーテン装置   
  

 
  

  <経営の特徴>   
  ・需要期出荷２作   
  ・家族労働２名と雇用労働力の活用   

  ・共販（関東出荷中心）   

  ・黄色輪キク、電照栽培   

  ・直挿し栽培   

  ・無側枝性品種導入   

  ・低温開花性品種導入   

  ・省力防除技術導入（防虫ネット、循環   

   扇等）   

  ・日持ち性向上対策品質管理認証の   

   取得   

  ・水稲の基幹作業は営農組織に委託   

トルコギ <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

キョウ トルコギキョウ  ６０ａ 連棟ハウス  の活用による  定の締結 
 

 
育苗ハウス(冷暖房装置含む)  経営の自己 ・休日制の導 

 <経営面積> 動力噴霧器  分析  入 
 ６０ａ 潅水装置 ・青色申告の ・給料制の導 
 

 
電照施設一式  実施  入 

 <労働時間> 暖房機 ・経営の体質 ・労災保険等 
 ５，６００時間 ハウス循環扇  強化のため  への加入 
  トラクター  の自己資本 ・労働環境の 
 <主たる従事者人数> トラック  の充実  快適化のた 
 ２人 管理機   めの農作業 

  畝立機   環境の改善 

  冷蔵庫  ・農繁期の雇 
  

 
  用の確保 

  <経営の特徴>   

  ・家族労働２名と雇用労働力の活用   

  ・共販（関東出荷中心）   

  ・圃場芽摘み実施   

  ・種子冷蔵処理   

 
 ・RTF苗技術導入 

・電照技術導入 

  

  ・燃油コスト削減管理   

  ・除湿対策管理   

  ・連作障害対策   

  ・日持ち性向上対策品質管理認証の   

   取得   

水稲 <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

＋ 水稲  １２０ａ 連棟・単棟ハウス  の活用による  定の締結 

(宿根)カ カスミソウ(二度切) ５０ａ 動力噴霧器  経営の自己 ・休日制の導 

スミソウ カスミソウ(促成)  １００ａ 潅水装置  分析  入 

  電照施設一式 ・青色申告の ・給料制の導 
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営農類

型 

経営規模 生産方式 経営管理の方

法 

農業従事者の

態様等 

 <経営面積> 暖房機  実施  入 
 ２７０ａ ハウス循環扇 ・経営の体質 ・労災保険等 
 

 
トラクター  強化のため  への加入 

 <労働時間> トラック  の自己資本 ・労働環境の 
 ７，８８０時間 管理機  の充実  快適化のた 
 

 
畝立機   めの農作業 

 <主たる従事者人数> 隔離ベッド   環境の改善 
 ２人   ・農繁期の雇 
  <経営の特徴>   用の確保 
  ・家族労働２名と雇用労働力の活用（   
   臨時雇用）   
  ・共販   
  ・購入苗利用   
  ・畝波板利用の簡易隔離ベッドの利用   
  ・耐暑性品種導入での作型拡大   
  ・潅水（点滴）施設導入   

  ・日持ち性向上対策品質管理認証の   
   取得   

酪農 <飼育頭数> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 
 経産牛  ５０頭 牛舎  の活用による  定の締結 
 育成牛  ２０頭 堆肥舎  経営の自己 ・休日制の導 
 飼料作物  ６００ａ バーンクリーナー  分析  入 

  飼料生産機械一式 ・青色申告の ・給料制の導 
 <労働時間> 作業用機械一式  実施  入 
 ４，６００時間 

 
・経営の体質 ・労災保険等 

 
 

<経営の特徴>  強化のため  への加入 
 <主たる従事者人数> ・牛群検定による個体管理ＥＴ（受精卵  の自己資本 ・労働環境の 
 ２人  移植）による牛群改良  の充実  快適化のた 
  ・環境保全対策の強化ならびに、土地   めの農作業 
   及び家畜排せつ物処理施設に見   環境の改善 
   合った飼養規模の徹底  ・農繁期の雇 
  ・家畜排せつ物の適正処理の徹底   用の確保 
  及び堆肥センターの活用   

  ・分娩間隔１３．５か月   

  ・畜産ヘルパー利用   
 

 
・耕畜連携   

 
 

・経産牛一頭あたり産乳量９，９００㎏   

肉用牛 <飼育頭数> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

（肥育） 肉用牛（黒毛和種） 牛舎  の活用による  定の締結 

 ２００頭 

飼料作物  １，４００ａ 

堆肥舎 

飼料生産機械一式 

 経営の自己 

 分析 

・休日制の導 

 入 
  作業用機械一式 ・青色申告の ・給料制の導 
 <労働時間> 

 
 実施  入 

 ４，０００時間 <経営の特徴> ・経営の体質 ・労災保険等 
  ・環境保全対策の強化ならびに、土地  強化のため  への加入 
 <主たる従事者人数>  及び家畜排せつ物処理施設に見  の自己資本 ・労働環境の 

 ２人  合った飼養規模の徹底  の充実  快適化のた 
  ・家畜排せつ物の適正処理の徹底   めの農作業 

 
 ・肥育期間１８か月 

・枝肉重量４９０㎏（枝肉歩留 ６６%） 

  環境の改善 
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営農類

型 

経営規模 生産方式 経営管理の方

法 

農業従事者の

態様等 

  ・耕畜連携  ・農繁期の雇 
     用の確保 
     

肉用牛 <飼育頭数> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

（繁殖） 肉用牛  ８０頭 牛舎  の活用による  定の締結 
  堆肥舎  経営の自己 ・休日制の導 
 <労働時間> ほ乳ロボット  分析  入 
 ５，６００時間 分別・発情監視装置(１セット) ・青色申告の ・給料制の導 
 

 
作業用機械一式  実施  入 

 <主たる従事者人数> 
 

・経営の体質 ・労災保険等 
 ２人 <経営の特徴>  強化のため  への加入 
  ・環境保全対策の強化ならびに、土地  の自己資本 ・労働環境の 
   及び家畜排せつ物処理施設に見  の充実  快適化のた 
   合った飼養規模の徹底   めの農作業 
  ・家畜排せつ物の適正処理の徹底   環境の改善 
  及び堆肥センターの活用  ・農繁期の雇 

  ・牛房群飼   

  ・分娩間隔１２．５か月   
  ・供用産次７産   用の確保 

  ・雇用労働力の活用(常時雇用)   

養鶏 <飼育頭数> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 
 採卵鶏  ５０，０００羽 鶏舎  の活用による  定の締結 
 

 
堆肥舎  経営の自己 ・休日制の導 

 <労働時間> 自動給餌機  分析  入 
 １１，７００時間 動力噴霧器 ・青色申告の ・給料制の導 
 

 
集卵機  実施  入 

 <主たる従事者人数> 作業用機械一式 ・経営の体質 ・労災保険等 
 ２人 

 
 強化のため  への加入 

  <経営の特徴>  の自己資本 ・労働環境の 
  ・衛生管理の向上等による製品のブラ  の充実  快適化のた 
   ンド化   めの農作業 
  ・環境保全対策の強化ならびに、土地   環境の改善 
   及び家畜排せつ物処理施設に見  ・農繁期の雇 
   合った飼養規模の徹底   用の確保 
  ・雇用労働力の活用（常時雇用）   

養豚一 <飼育頭数> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・家族経営協 

貫 母豚  ２２０頭 繁殖豚舎  の活用による  定の締結 
 

 
肥育豚舎  経営の自己 ・休日制の導 

 <労働時間> その他管理舎  分析  入 
 ６，６００時間 堆肥化施設・機械 ・青色申告の ・給料制の導 
 

 
作業用機械一式  実施  入 

 <主たる従事者人数> 

３人 

<経営の特徴> 

・一貫経営 

・経営の体質 

 強化のため 

・労災保険等 

 への加入 

  
・農場ＨＡＣＣＰ認証農場 

・繁殖豚舎（ストール、高床式） 

 の自己資本 

 の充実 

・労働環境の 

 快適化のた 
  ・肥育豚舎（スノコ式、スクレパー利用）   めの農作業 
  ・１頭あたり出荷頭数２５頭   環境の改善 
  ・系統豚利用  ・農繁期の雇 
  ・供用年 雌３年（７産）雄２年   用の確保 
  ・雇用労働力の利用（常時雇用）   
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イ  法人経営 

営農類

型 

経営規模 生産方式 経営管理の方

法 

農業従事者の

態様等 

水稲(主 <作付面積> <主要な資本装備> ・経営の自己 ・労働環境の 

食用米 水稲  ２，０００ａ 田植機  分析能力の  快適化のた 

＋ 麦  ２，５００ａ 汎用コンバイン  向上  めの農作業 

飼料用 大豆  １，２００ａ 施肥・播種機 ・経営の体質  環境の改善 

米等） 
 

籾摺り・乾燥機  強化のため  整備 

＋ <経営面積> 乗用管理ビークル  の自己資本 ・休日制の導 

麦 ３，２００ａ 動力噴霧器  の充実  入 

＋ 
 

トラクター  ・労災保険等 

大豆（＋ <労働時間> トラック   への加入 

受託） ６，７００時間 堆肥散布機  ・社会保険へ   
農舎・機械倉庫   の加入 

 <主たる従事者人数> 作業用機械一式  ・雇用労働力 

 ３人 
 

  の導入 

  <経営の特徴>   

  ・機械化一貫体系による大規模経営   

  ・圃場の汎用化と団地化   

  ・品種の組合せによる作業の分散   

  ・疎植及び緩効性肥料施肥などの低   

   コスト技術の導入   

酪農 <飼育頭数> <主要な資本装備> ・経営の自己 ・労働環境の 
 経産牛  ２００頭 牛舎  分析能力の  快適化のた 
 

 
堆肥舎  向上  めの農作業 

 <労働時間> その他管理舎 ・経営の体質  環境の改善 
 ９，６００時間 分娩・発情監視装置一式  強化のため  整備 

  飼料生産機械一式  の自己資本 ・休日制の導 

 <主たる従事者人数> 作業用機械一式  の充実  入 

 ３人   ・労災保険等 

 
 <経営の特徴> 

・フリーバーン、搾乳ロボット導入によ 

  への加入 

・社会保険へ 
   る省力化   の加入 
  ・分娩間隔１３．５か月  ・雇用労働力 
 

 
・耕畜連携   の導入 

 
 

・経産牛１頭あたり産乳量１０，４００㎏   
 

 
・雇用労働力の活用（常時雇用）   

 

第３  農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事者の態様等に関する営農の

類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標 

第１に示したような目標を可能とする農業経営の指標として、現在本市で展開している優良事例を踏ま

えつつ、主要な営農類型について次のとおり示す。 

 

農業経営の指標 

営農類

型 

経営規模 生産方式 経営管理の方

法 

農業従事者の

態様等 

水稲 <作付面積> <資本装備> ・簿記記帳等 ・労災等への 

＋ 水稲  ４００ａ 田植機  の活用によ  加入 

麦 麦    ６００ａ コンバイン  る経営の自 ・労働環境の 

＋ 大豆  ２００ａ 播種機  己分析能力  快適化のた 
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営農類

型 

経営規模 生産方式 経営管理の方

法 

農業従事者の

態様等 

大豆  動力噴霧器  の向上  めの農作業 

 <経営面積> トラクター ・青色申告の  環境の改善 

 ６００ａ トラック  実施 ・農繁期の臨 

  堆肥散布機 ・経営の体質  時雇用の確 

  
 

 強化のため  保 

  <その他>  の自己資本  

  ・機械化一貫体系による作業の省力化  の充実  

  ・無人ヘリによる防除(委託)   

  ・耕畜連携(麦わら・堆肥交換)による土   

   づくり   

  ・圃場の汎用化と団地化   

  ・疎植及び緩効性肥料施肥などの低コ   

   スト技術の導入   

  ・自家労働力中心   

  ・農作業の受託   

水稲 <作付面積> <資本装備> ・簿記記帳等 ・労災等への 

＋ 水稲  ２８０ａ 田植機  の活用によ  加入 

冬キャベ 冬キャベツ  １８０ａ コンバイン  る経営の自 ・労働環境の 

ツ  播種機  己分析能力  快適化のた 

 <経営面積> 育苗ハウス  の向上  めの農作業 

 ４６０ａ 動力噴霧器 ・青色申告の  環境の改善 

  トラクター  実施 ・農繁期の臨 

  トラック ・経営の体質  時雇用の確 

  セル苗移植機  強化のため  保 

  管理機  の自己資本  

  畝立機  の充実  

  運搬機   

 

 

 

 

 

<その他> 

 

 

 

 

  ・キャベツと水稲の輪作体系   

  ・セル苗の機械移植   

  ・根こぶ病対策の徹底   

  ・作期に応じた適正品種構成   

  ・自家労働力中心で収穫時に臨時雇   

   用の活用   

水稲 <作付面積> <資本装備> ・簿記記帳等 ・労災等への 

＋ 水稲  １００ａ 田植機  の活用によ  加入 

冬春キュ 冬春キュウリ  １０ａ コンバイン  る経営の自 ・労働環境の 

ウリ 

＋ 
夏秋キュウリ  １０ａ  

播種機 

連棟ハウス 

 己分析能力 

 の向上 

 快適化のた 

 めの農作業 

夏秋キュ <経営面積> 動力噴霧器 ・青色申告の  環境の改善 

ウリ １１０ａ 潅水装置  実施 ・農繁期の臨 

  暖房機 ・経営の体質  時雇用の確 

  トラクター  強化のため  保 

  トラック  の自己資本  

  管理機  の充実  

  畝立機   

     

  <その他>   

  ・収穫調整に雇用労働力の活用   

  ・購入苗の利用   
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営農類

型 

経営規模 生産方式 経営管理の方

法 

農業従事者の

態様等 

水稲 <作付面積> <資本装備> ・簿記記帳等 ・労災等への 

＋ 水稲  ５０ａ 田植機  の活用によ  加入 

秋冬メロ 秋冬メロン  ４０ａ コンバイン  る経営の自 ・労働環境の 

ン 春夏メロン  ４０ａ 播種機  己分析能力  快適化のた 

＋  連棟・単棟ハウス  の向上  めの農作業 

春夏メロ <経営面積> ハウス自動開閉装置 ・青色申告の  環境の改善 

ン ９０ａ 動力噴霧器  実施 ・農繁期の臨 

  トラクター ・経営の体質  時雇用の確 

  トラック  強化のため  保 

  運搬車  の自己資本  

  管理機  の充実  

  畝立機   

     

  <その他>   

  ・作期（秋冬）の分散   

  ・ウイルス病（退緑黄化病）対策の徹底   

  ・雇用労働力の活用（臨時雇用）   

冬春なす <作付面積> <資本装備> ・簿記記帳等 ・労災等への 

 冬春なす  １４ａ 連棟ハウス  の活用によ  加入 

  暖房機  る経営の自 ・労働環境の 

 <経営面積> ハウス自動開閉装置  己分析能力  快適化のた 

 １４ａ 動力噴霧器  の向上  めの農作業 

  潅水装置 ・青色申告の  環境の改善 

  ハウス循環扇  実施 ・農繁期の臨 

  トラクター ・経営の体質  時雇用の確 

  トラック  強化のため  保 

  管理機  の自己資本  

  畝立機  の充実  

     

  <その他>   

  ・共同選果施設の利用   

冬春トマ <作付面積> <資本装備> ・簿記記帳等 ・労災等への 

ト 冬春トマト  １７ａ 連棟ハウス  の活用によ  加入 

  ハウス自動開閉装置  る経営の自 ・労働環境の 

 <経営面積> 動力噴霧器  己分析能力  快適化のた 

 １７ａ 潅水装置  の向上  めの農作業 

  暖房機 ・青色申告の  環境の改善 

  ハウス循環扇  実施 ・農繁期の臨 

  トラクター 

トラック 

・経営の体質 

 強化のため 

 時雇用の確 

 保 

  運搬車  の自己資本  

  管理機  の充実  

  畝立機   

     

  <その他> 
 

 

  ・共同選果施設利用   

  ・黄化葉巻病対策の徹底   

冬春ミニ <作付面積> <資本装備> ・簿記記帳等 ・労災等への 

トマト 冬春ミニトマト  １３ａ 連棟ハウス  の活用によ  加入 

  ハウス自動開閉装置  る経営の自 ・労働環境の 

 <経営面積> 動力噴霧器  己分析能力  快適化のた 
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営農類

型 

経営規模 生産方式 経営管理の方

法 

農業従事者の

態様等 

 １３ａ 潅水装置  の向上  めの農作業 

  暖房機 ・青色申告の  環境の改善 

  ハウス循環扇  実施 ・農繁期の臨 

  トラクター ・経営の体質  時雇用の確 

  トラック  強化のため  保 

  運搬車  の自己資本  

  管理機  の充実  

  畝立機   

     

  <その他>   

  ・共同選果施設利用   

  ・黄化葉巻病対策の徹底   

イチゴ <作付面積> <資本装備> ・簿記記帳等 ・労災等への 

 イチゴ  １５ａ 連棟ハウス  の活用によ  加入 

  育苗施設  る経営の自 ・労働環境の 

 <経営面積> ハウス自動開閉装置  己分析能力  快適化のた 

 １５ａ 動力噴霧器  の向上  めの農作業 

  潅水装置 ・青色申告の  環境の改善 

  暖房機  実施 ・農繁期の臨 

  ハウス循環扇 ・経営の体質  時雇用の確 

  トラクター  強化のため  保 

  トラック  の自己資本  

  運搬車  の充実  

  管理機   

  畝立機   

  予冷庫   

     

  <その他>   

  ・ベンチ育苗   

  ・パック詰め作業での臨時雇用活用   

春夏すい <作付面積> <資本装備> ・簿記記帳等 ・労災等への 

か 春夏すいか  ２０ａ 連棟ハウス  の活用によ  加入 

＋ 夏秋キュウリ  ２０ａ ハウス自動開閉装置  る経営の自 ・労働環境の 

夏秋キュ  動力噴霧器  己分析能力  快適化のた 

ウリ <経営面積> 潅水装置  の向上  めの農作業 

 ２０ａ 暖房機 ・青色申告の  環境の改善 

  ハウス循環扇  実施 ・農繁期の臨 

  トラクター ・経営の体質  時雇用の確 

 

 

 

 

トラック 

運搬車 

 強化のため 

 の自己資本 

 保 

 

  管理機  の充実  

  畝立機   

     

  <その他>   

  ・ウイルス病（退緑黄化病）対策の徹底   

  ・春夏すいかと夏秋キュウリ輪作体系   

温州みか <作付面積> <資本装備> ・簿記記帳等 ・労災等への 

ん 温州みかん極早生 ５０ａ スピードスプレイヤー  の活用によ  加入 

         早生  ７０ａ 動力噴霧器  る経営の自 ・労働環境の 

         普通  ５０ａ 潅水装置・貯水槽  己分析能力  快適化のた 

  トラック  の向上  めの農作業 
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営農類

型 

経営規模 生産方式 経営管理の方

法 

農業従事者の

態様等 

 <経営面積> 園内作業道 ・青色申告の  環境の改善 

 １７０ａ 予措・貯蔵庫  実施 ・農繁期の臨 

  剪定枝破砕機 ・経営の体質  時雇用の確 

    強化のため  保 

  <その他>  の自己資本  

  ・極早生、早生、普通温州の組合せ  の充実  

  ・シートマルチによる園地水分の調整   

  ・スピードスプレイヤーによる防除   

  ・園内作業道整備   

  ・雇用労働力の活用（臨時雇用）   

温州みか <作付面積> <資本装備> ・簿記記帳等 ・労災等への 

ん 温州みかん極早生 ３０ａ 動力噴霧器  の活用によ  加入 

＋         早生  ４０ａ 潅水装置  る経営の自 ・労働環境の 

不知火         普通  ３０ａ トラック  己分析能力  快適化のた 

＋ 不知火 露地  ２０ａ 園内作業道  の向上  めの農作業 

河内晩柑 河内晩柑  １０ａ 運搬車 ・青色申告の  環境の改善 

  予措・貯蔵庫  実施 ・農繁期の臨 

 <経営面積> 剪定枝破砕機 ・経営の体質  時雇用の確 

 １３０ａ   強化のため  保 

  <その他>  の自己資本  

  ・温州みかんと中晩柑の組合せによる  の充実  

   経営の安定と労働力分散   

  ・施設化による収益性向上   

  ・雇用労働力の活用（臨時雇用）   

キク <作付面積> <資本装備> ・簿記記帳等 ・労災等への 

 電照ギク(二度切） １５ａ 連棟ハウス  の活用によ  加入 

  動力噴霧器  る経営の自 ・労働環境の 

 <経営面積> 潅水装置   己分析能力  快適化のた 

 １５ａ 電照施設一式  の向上  めの農作業 

  暖房機 ・青色申告の  環境の改善 

  ハウス循環扇  実施 ・農繁期の臨 

  トラクター ・経営の体質  時雇用の確 

  トラック  強化のため  保 

  管理機  の自己資本  

  畝立機  の充実  

  冷蔵庫   

  選花機   

  カーテン装置   

  <その他> 

・育苗作業の一部外部化（購入苗利 

  

  用）   

  ・施肥、潅水作業の省力化   

  ・省力品種（無側枝性品種）の導入   

  ・低温開花性品種の導入   

  ・省力防除技術、省電力ランプの導入   

  ・雇用労働力の活用（臨時雇用）   

     

宿根カス <作付面積> <資本装備> ・簿記記帳等 ・労災等への 

ミソウ 宿根カスミソウ（二度切）  連棟・単棟ハウス  の活用によ  加入 

 ２０ａ 動力噴霧器  る経営の自 ・労働環境の 



21 

 

営農類

型 

経営規模 生産方式 経営管理の方

法 

農業従事者の

態様等 

 宿根カスミソウ（促成）  潅水装置  己分析能力  快適化のた 

 ４０ａ 電照施設一式  の向上  めの農作業 

  暖房機 ・青色申告の  環境の改善 

 <経営面積> ハウス循環扇  実施 ・農繁期の臨 

 ６０ａ トラクター ・経営の体質  時雇用の確 

  トラック  強化のため  保 

  管理機  の自己資本  

  畝立機  の充実  

  冷蔵庫   

  隔離ベッド   

     

  <その他>   

  ・育苗作業の外部化（購入苗利用）   

  ・高温伸長性品種の導入による作型拡   

   大   

  ・電照と蒸しこみ技術による開花調節   

   技術の導入   

  ・出荷調整作業等の外部化   

  ・鮮度保持輸送技術の導入   

  ・雇用労働力の活用（臨時雇用）   

肉用牛 <飼育頭数> <資本装備> ・簿記記帳等 ・労災等への 

（肥育） 肥育牛（黒毛和種）  牛舎  の活用によ  加入 

  ３０頭 堆肥舎  る経営の自 ・労働環境の 

  作業用機械・装置一式  己分析能力  快適化のた 

    の向上  めの農作業 

  <その他> ・青色申告の  環境の改善 

  ・肥育期間１８か月  実施 ・農繁期の臨 

  ・枝肉重量４８０㎏（枝肉歩留６３％） ・経営の体質  時雇用の確 

  ・耕畜連携  強化のため  保 

    の自己資本  

    の充実  

肉用牛 <飼育頭数> <資本装備> ・簿記記帳等 ・労災等への 

（繁殖） 繁殖牛  ２８頭 群飼連動スタンチョン  の活用によ  加入 

  牛舎  る経営の自 ・労働環境の 

  堆肥舎  己分析能力  快適化のた 

  作業用機械・装置一式  の向上  めの農作業 

   ・青色申告の  環境の改善 

  <その他>  実施 ・農繁期の臨 

  ・牛房群飼 

・分娩間隔１２．５か月 

・経営の体質 

 強化のため 

 時雇用の確 

 保 

  ・供用産次７産  の自己資本  

  ・耕畜連携  の充実  

アスパラ <作付面積> <資本装備> ・簿記記帳等 ・労災等への 

ガス アスパラガス  ２０ａ 単棟ハウス  の活用によ  加入 

  動力噴霧器  る経営の自 ・労働環境の 

 <経営面積> 潅水装置  己分析能力  快適化のた 

 ２０ａ トラック  の向上  めの農作業 

  管理機 ・青色申告の  環境の改善 

  畝立機  実施 ・農繁期の臨 

   ・経営の体質  時雇用の確 

  <その他>  強化のため  保 
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営農類

型 

経営規模 生産方式 経営管理の方

法 

農業従事者の

態様等 

  ・フルオープンハウス（高温対策）  の自己資本  

  ・自動潅水装置の利用  の充実 
 

  ・共同選果の利用   

トルコギ <作付面積> <資本装備> ・簿記記帳等 ・労災等への 

キョウ トルコギキョウ  ２２ａ 連棟ハウス  の活用によ  加入 

  育苗ハウス  る経営の自 ・労働環境の 

 <経営面積> 暖房機  己分析能力  快適化のた 

 ２２ａ 動力噴霧器  の向上  めの農作業 

  潅水装置 ・青色申告の  環境の改善 

  電照施設一式  実施 ・農繁期の臨 

  ハウス循環扇 ・経営の体質  時雇用の確 

  トラクター  強化のため  保 

  管理機  の自己資本 
 

  畝立機  の充実  

  冷蔵庫   

     

  <その他>   

  ・雇用労働力の活用（臨時雇用）   

  ・共販   

  ・圃場芽摘み実施   

  ・種子冷蔵処理   

  ・RTF苗技術導入   

  ・電照技術導入   

  ・燃油コスト削減管理   

  ・除湿対策管理   

  ・連作障害対策   

  ・日持ち性向上対策品質管理認証の   

   取得   

水稲 <作付面積> <資本装備> ・簿記記帳等 ・労災等への 

＋ 水稲  ５０ａ 田植機  の活用によ  加入 

ニガウリ 春夏ニガウリ  ３０ａ コンバイン  る経営の自 ・労働環境の 

 秋冬ニガウリ  ３０ａ 播種機  己分析能力  快適化のた 

  連棟ハウス  の向上  めの農作業 

 <経営面積> ハウス自動開閉装置 ・青色申告の  環境の改善 

 ８０ａ 動力噴霧器  実施 ・農繁期の臨 

  トラクター ・経営の体質  時雇用の確 

  トラック  強化のため  保 

  管理機  の自己資本  

 
 

畝立機 

 

 の充実  

  <その他>   

  ・作型の適正化   

  ・土づくりによる品質向上、安定生産 
 

 

  ・高品質生産に向けた栽培管理の徹   

   底   

春夏すい <作付面積> <主要な資本装備> ・簿記記帳等 ・労災等への 

か 春夏すいか ２０ａ 連棟ハウス  の活用によ  加入 

＋ 夏秋なす  ２０ａ ハウス自動開閉装置  る経営の自 ・労働環境の 

夏秋なす  動力噴霧器  己分析能力  快適化のた 

 <経営面積> 潅水装置  の向上  めの農作業 

 ２０ａ 暖房機 ・青色申告の  環境の改善 
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営農類

型 

経営規模 生産方式 経営管理の方

法 

農業従事者の

態様等 

  トラック  実施 ・農繁期の臨 

  トラクター ・経営の体質  時雇用の確 

  管理機  強化のため  保 

  畝立機  の自己資本  

  
 

 の充実  

  <その他>   

  ・すいかとなすの輪作体系   

  ・栽培管理の徹底による品質向上   

  ・施肥調整（カリウム減肥） 
 

 

 

 

第４ 第２及び第３に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項 

１ 農業を担う者の確保及び育成の考え方 

本市農業の維持・発展に必要となる効率的かつ安定的な農業経営体を育成するため、生産方式の

高度化や経営管理の合理化に必要な高い技術を有した人材の確保・育成を図る。このため、認定農

業者制度、認定新規就農者制度及びそれらの認定を受けた者に対する各種支援制度を活用するとと

もに、以下の第３項に示す関係機関と連携して情報提供や相談対応等に取り組む。 

また、新たに農業経営を営もうとする青年等の就農を促進するため、県農業普及・振興課、農業委

員会、農地中間管理機構、農業協同組合、日本政策金融公庫等で構成するサポート体制にて就農・

営農相談会(以下「相談会」という。)を実施する。第３項に定める役割分担の下、地域の総力をあげて

中心的な経営体へと育成し、将来的には認定農業者への移行に向けた経営発展のための支援等を

行う。 

 

２ 熊本市が主体的に行う取組 

農業の担い手を確保するため、就農希望者への情報提供やサポートを一元的に行えるように、就

農・営農相談員を配置する。就農・営農相談員はサポート体制と連携して毎月相談会を実施する。新

規就農者が、本構想に基づく青年等就農計画を作成し国・県・市の制度や青年等就農資金等を活用

しながら、確実に定着、経営発展ができるよう必要となるフォローを行うとともに、将来的には認定農業

者へと誘導していく。 

 

３ 関係機関との連携・役割分担の考え方 

本市は、サポート体制と連携し相談会を実施する。相談会では就農希望者及び新規就農者への情

報提供や相談対応、農用地のあっせん･確保、就農後の定着に向けたサポート等を以下の役割分担

により実施する。 

（１） 県農業普及・振興課 

技術・経営指導に関する情報提供や相談対応、現地指導を行う。 

（２） 農業委員会・農地中間管理機構 

農地に関する情報提供や相談対応、農地の紹介・あっせん、確保に向けた手続きを行う。 

（３） 農業協同組合 
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技術・経営指導や資金、資材、販路に関する情報提供や相談対応を行う。 

（４） 日本政策金融公庫 

資金に関する情報提供や相談対応を行う。 

（５） 熊本市 

サポート体制の事務局として包括的に支援を行う。 

 

４ 就農希望者のマッチング及び農業を担う者の確保・育成のための情報収集・相互提供 

本市は、サポート体制や熊本県農業経営・就農支援センター、担い手協議会等と連携して、経営移

譲を希望する農業者の情報を積極的に把握するよう努め、関係機関と情報を共有し、円滑な継承に向

けて情報の共有や必要なサポートを行う。 

 

 

第５  効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に関する目標、

その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項 

１ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に関する目標 

効率的かつ安定的な農業経営を営む者(認定農業者及び地域営農組織)に対する農用地の利用集

積に関する目標を将来の地域における農用地の利用に占めるシェア及び面的集積の目標として示す

と、概ね次に掲げる程度である。 

 

〇効率的かつ安定的な農業経営体が地域における農用地の利用に占める面積のシェア及び面的集

積の目標 

令和１４年(２０３２年)における効率的かつ安定的な農業経営体が地域の農用 

の利用に占める面積のシェア及び面的集積の目標 
備 考 

面積シェア ８０％ (熊本市全域) 

なお、面的集積の目標については、農地中間管理事業を活用して、効率的かつ安定

的な農業経営を営む者への面的集積の割合が高まるように努める。 

 

 

２  その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項 

（１） 農用地の利用状況 

本市では認定農業者等を中心とした担い手への農地の利用集積が進んでいる地域もあるが、担

い手ごとの経営農地は分散傾向にあり、さらなる規模拡大が停滞している。また、農業従事者の高

齢化と後継者不足等が進んだことにより、スムーズに担い手に利用集積されない遊休農地が増加

傾向にある。 

 

（２） 今後の農地利用等の見通し及び将来の農地利用のビジョン 

本市では、今後策定された地域計画の実現に向けて、農地中間管理機構を軸としながら、分散

錯圃の状況を解消し、担い手への農用地の連担化や団地面積の増加を図る。そのためには、担い

手の経営農地を面的に集積し、農作業の効率化等を図ることによって農地の引受能力を高め、さら
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なる規模拡大と経営改善を支援することが必要である。 

また、既に担い手不足が表面化している地域では、このまま推移すれば農地の荒廃が進み、地

域の環境悪化を招くことから、集落単位で将来に向けた話し合いなどにより、地域ぐるみの営農活

動の構築が必要である。 

 

（３） 農地利用のビジョン実現に向けた取組方針及び関係機関・団体との連携等 

本市の農地利用のビジョン実現を図るため、地域計画を推進するとともに、農地中間管理事業を

活用して、担い手への農地集積を推進する。 

また、地域の実情に応じて国・県の各種補助金を積極的に活用し、基盤整備事業を含む農地流

動化施策を実施する。このため、関係機関等との間で農地に係る情報の共有化を進めるとともに、

市や農業委員会、農業協同組合、土地改良区、農地中間管理機構及び担い手協議会等による連

携体制を整備する。 

 

 

第６  農業経営基盤強化促進事業に関する事項 

１ 農業経営基盤強化促進事業の推進に関する考え方 

県が策定した「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」の第６「農業経営基盤強化促進事業

の実施に関する基本的な事項」に定められた方向に即しつつ、本市農業の地域特性、複合経営を中心

とした多様な農業生産の展開や兼業化の著しい進行などの特徴を十分踏まえて、以下の方針に沿って

農業経営基盤強化促進事業に積極的に取り組む。 

 

２ 農業経営基盤強化促進事業の推進に関する取組 

（１）農業者等による協議の場の設置について 

ア 協議の場を設ける時期については、幅広い農業者の参画を図るため、地域の実情に応じて柔軟に

設定することとし、開催にあたっては、ホームページや各種会議等、農業関係者が集まる機会を積極

的に活用し周知を図る。 

イ 参加者については、広く関係者から意見を聴くため農業者、農業委員、農地利用最適化推進委

員、農業協同組合、農地中間管理機構、土地改良区、その他当該区域の関係者など、地域の実情に

応じて参集する。 

ウ 協議する事項については、地域計画の区域、当該区域における農業の将来の在り方、在り方に向

けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標、農業者や区域の関係者が目標を達成するた

めにとるべき農用地の利用関係の改善その他必要な措置などとする。 

 

（２）地域計画の区域の基準について 

地域計画の区域は、自然的・経済的・社会的諸条件等を考慮し、一体として地域の農業の健全な発

展を図ることが適当であると認められる区域において、農業振興地域内の農用地等が含まれるように

設定するものとする。 

（３）地域計画の推進について 

ア 地域計画の進捗管理 
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本市は（１）のイで示す関係機関と連携し、策定された地域計画に基づいて利用権の設定等が行

われているか進捗管理を毎年実施し、地域での協議の結果を踏まえ、必要に応じて随時変更するこ

ととする。 

イ 地域計画に基づく農用地の利用権の設定等の進め方 

農業委員会は、地域計画の区域内において、地域計画の達成に資するよう、その区域内の農用

地等について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を

目的とする権利を有する者（以下「所有者等」といいます。）に対し、当該農用地等について農地中

間管理機構に利用権の設定等を行うことを積極的に推進する。 

ウ 農用地として維持することが困難な農用地について 

様々な努力を払ってもなお、農業上の利用が見込めず、農用地として維持することが困難な農用

地については、粗放的な利用等による農用地の保全等を図ることとする。 

 

 

３  農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改

善事業の実施の基準に関する事項 

（１）  農用地利用改善事業の実施の促進 

本市は、地域関係農業者等が農用地の有効利用及び農業経営の改善のために行う自主的努力

を助長するため、地域関係農業者等の組織する団体による農用地利用改善事業の実施を促進す

る。 

 

（２）  区域の基準 

農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準は、土地の自然的

条件、農用地の保有及び利用の状況、農作業の実施の状況、農業経営活動の領域等の観点から、

農用地利用改善事業を行うことが適当であると認められる区域（１～数集落を基本としつつ、土地利

用の調整が大字や校区、共同乾燥施設、旧町村単位で行われている場合は当該単位）とするものと

する。 

 

（３）  農用地利用改善事業の内容 

農用地利用改善事業の主要な内容は、（２）に規定する区域内の農用地の効率的かつ総合的

な利用を図るための、作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農用地の利用関係

の改善に関する措置を推進するものとする。 

 

（４）  農用地利用規程の内容 

①  農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程においては、次に掲げる事項を定めるもの

とする。 

ア  農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項 

イ  農用地利用改善事業の実施区域 

ウ  作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項 

エ  認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項 
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オ  認定農業者に対する農用地の利用集積の目標その他農用地の利用関係の改善に関する事

項 

カ  その他必要な事項 

②  農用地利用規程においては、①に掲げるすべての事項についての実行方策を明らかにするも

のとする。 

 

（５）  農用地利用規程の認定 

①  （２）に規定する区域をその区域とする地域関係農業者等の組織する団体で、定款又は規約及

び構成員につき法第２３条第１項に規定する要件を備えるものは、農業経営基盤強化促進法の基

本要綱（平成 24年５月 31日付け 24経営第 564号農林水産省経営局長通知。）参考様式第６－

１号の認定申請書を熊本市に提出して、農用地利用規程について本市の認定を受けることができ

る。 

②  本市は、申請された農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するときは、法第２３条第１項の

認定をする。 

ア  農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること 

イ  農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものである

こと。 

ウ  （４）の①のエに掲げる役割分担が認定農業者の農業経営の改善に資するものであること 

エ  農用地利用規程が適正に定められており、かつ、申請者が当該農用地利用規程で定めると

ころに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること 

③  本市は、②の認定をしたときは、その旨及び当該認定に係る農用地利用規程を本市の掲示板

への提示により公告する。 

④  ①から③の規定は、農用地利用規程の変更についても準用する。 

 

（６）  特定農業法人又は特定農業団体を定める農用地利用規程の認定 

①  （５）の①に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用

地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分

について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営体を育成するという観点から、当該

団体の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を受けて農

用地の利用集積を行う農業経営を営む法人（以下「特定農業法人」という。）又は当該団体の構成

員からその所有する農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用集積を行う団体（農業

経営を営む法人を除き、農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれること、定款又は

規約を有していることなど農業経営基盤強化促進法施行令（昭和５５年政令第２１９号）第１１条に

掲げる要件に該当する者に限る。以下「特定農業団体」という。）を、当該特定農業法人又は特定

農業団体の同意を得て、農用地利用規程において定めることができる。 

②  ①の規定により定める農用地利用規程においては、（４）の①に掲げる事項のほか、次の事項を

定めるものとする。 

ア  特定農業法人又は特定農業団体の名称及び住所 

イ  特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用集積の目標 
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ウ  特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用権の設定等及び農作業の委託に

関する事項 

③  本市は、②に規定する事項が定められている農用地利用規程について（５）の①の認定の申請

があった場合において、農用地利用規程の内容が（５）の②に掲げる要件のほか、次に掲げる要

件に該当するときは、（５）の①の認定をする。 

ア  ②のイに掲げる目標が（２）に規定する区域内の農用地の相当部分について利用集積をする

ものであること 

イ  申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を行

いたい旨の申出があった場合に、特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の

設定等又は農作業の委託を受けること、又は特定農業団体が当該申出に係る農用地について

農作業の委託を受けることが確実であると認められること 

④  特定農業法人が、②で規定する事項が定められている農用地利用規程（以下「特定農用地利

用規程」という。）を定めた場合、その特定農業法人は、認定農業者とみなす。また、特定農用地

利用規程は、法第１２条第１項の認定にかかる農業経営改善計画とみなす。 

 

（７）  農用地利用改善団体の勧奨等 

①  （５）の②の認定を受けた団体（以下「認定団体」という。）は、当該認定団体が行う農用地利用

改善事業の実施区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため特に必要があると認めら

れるときは、その農業上の利用の程度が、その周辺の当該区域内における農用地の利用の程度

に比べ、著しく劣っていると認められる農用地について、当該農用地の所有者（所有者以外に権

原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者）である当該認定団体の構成員に対

し、認定農業者（特定農用地利用規程で定めるところに従い、農用地利用改善事業を行う認定団

体にあっては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業団体を含む。）に利用権の設定

等、又は農作業の委託を行うよう勧奨することができる。 

②  ①の勧奨は、農用地利用規程に基づき実施するものとする。 

③  特定農用地利用規程で定められた特定農業法人及び特定農業団体は、当該特定農用地利用

規程で定められた農用地利用改善事業の実施区域内にその農業上の利用の程度がその周辺の

当該区域内における農用地の利用の程度に比べ、著しく劣っていると認められる農用地がある場

合には、当該農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を受け、当該区域内の農用地

の効率的かつ総合的な利用を図るよう努めるものとする。 

 

（８）  農用地利用改善事業の指導、援助 

①  本市は、認定団体が農用地利用改善事業を円滑に実施できるよう必要な指導、援助に努め

る。 

②  本市は、（５）の①に規定する団体又は当該団体になろうとするものが、農用地利用改善事業の

実施に関し、県農業普及・振興課、農業委員会、農業協同組合、農地中間管理機構等の指導・

助言を求めてきたときは、協議会との連携を図りつつ、これらの機関・団体の協力が行われるよう

に努める。 
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４  農業協同組合が行う農作業の委託のあっせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の

促進に関する事項 

（１）  農作業の受委託の促進 

地域計画の実現にあたっては、担い手が受けきれない農用地を適切に管理し、将来的に担い手

に引き継ぐことが重要であるため、次に掲げる事項を重点的に推進し、農作業の受委託を組織的に

促進するうえで必要な条件の整備を図る。 

ア  農業協同組合その他農業に関する団体による農作業受委託のあっせんの促進 

イ  効率的な農作業の受託事業を行う生産組織又は農家群の育成 

ウ  農作業、農業機械利用の効率化等を図るため農作業受託の促進の必要性についての普及啓

発 

エ  農用地利用改善事業を通じた農作業の効率化のための措置と農作業の受委託の組織的な促

進措置との連携の強化 

オ  地域及び作業ごとの事情に応じた部分農作業受委託から全面農作業受委託、更には利用権

の設定への移行の促進 

カ  農作業の受託に伴う労賃、機械の償却等の観点からみた適正な農作業受託料金の基準の設

定 

 

（２）  農業協同組合による農作業の受委託のあっせん等 

農業協同組合は、農業機械銀行方式の活用、農作業受委託のあっせん窓口の開設等を通じて、

農作業の受託又は委託を行おうとする者から申出があった場合は、農作業の受委託のあっせんに

努めるとともに、農作業の受託を行う農業者の組織化の推進、共同利用機械施設の整備等により、

農作業受委託の促進に努めるものとする。 

 

５  その他農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項 

（１）   農地中間管理機構が行う特例事業の実施の促進に関する事項  

ア  本市は、県下一円を区域として特例事業を行う農地中間管理機構との連携のもとに、普及啓発

活動等を行うことによって同機構が行う事業の実施の促進を図る。 

イ  本市、農業委員会、農業協同組合は、農地中間管理機構が行う中間保有・再配分機能を生か

した特例事業を促進するため、農地中間管理機構に対し、情報提供、事業の協力を行うものとす

る。 

 

（２）  農業経営基盤の強化を促進するために必要なその他の関連施策との連携 

本市は、１から５までに掲げた事項の推進にあたっては、農業経営基盤の強化の促進に必要な以

下の関連施策との連携に配慮するものとする。 

ア  本市は、農業生産基盤整備の促進を通じて、水田の大区画化を進めるとともに、カントリーエレ

ベーター、野菜集出荷施設等の農業近代化施設の導入を推進し、効率的かつ安定的な農業経

営をめざす者が経営発展を図っていくうえでの条件整備を図る。 

イ  本市は、地域農業の活性化を図り、健全な農業経営体の育成に資するよう努める。 

ウ  本市は、水田収益力強化ビジョンの実現に向けた積極的な取組によって、高収益作物の導入
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や転作作物の付加価値向上等により望ましい経営体の育成を図ることとする。このような転作を

契機とした地域の土地利用の見直しを通じて農用地の利用集積、連担化による効率的作業単位

の形成等望ましい経営の営農展開に資するように努める。 

エ  本市は、集落排水事業の実施を促進し、定住条件の整備を通じ、農業の担い手確保に努める。 

オ  本市は、地域の農業の振興に関するその他の施策を行うにあたっては、農業経営基盤強化の

円滑な促進に資することとなるように配慮するものとする。 

 

（３）  推進体制等 

ア  事業推進体制等 

本市は、県農業普及・振興課や、農業委員会事務局、農業協同組合、土地改良区、農用地利

用改善団体、その他の関係団体と連携しつつ、農業経営基盤強化の促進方策について検討す

るとともに、今後１０年間にわたり、第１、第５で掲げた目標や第２の指標で示した効率的かつ安

定的な経営体の育成に資するための実現方策等について、各関係機関・団体別の行動計画を

把握する。また、このような長期行動計画と併せて、年度別活動計画において当面行うべき対応

を各関係機関・団体別に明確化し、関係者が一体となって合意のもとに効率的かつ安定的な経

営体の育成及びこれらへの農用地の利用集積を強力に推進する。 

イ  農業委員会等の協力 

農業委員会、農業協同組合、土地改良区及び農地中間管理機構は、農業経営基盤強化の円

滑な実施に資するよう、担い手協議会のもとで相互に連携を図りながら協力するように努めるもの

とし、本市は、このような協力の推進に配慮する。 

 

 

第７  その他  

この基本構想に定めるもののほか、農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項については、

別に定めるものとする。 

 

附則 

１  この基本構想は、平成１８年８月３１日から施行する。 

２  この基本構想は、平成２２年６月 ７日から施行する。 

３  この基本構想は、平成２３年８月３１日から施行する。 

４  この基本構想は、平成２６年９月３０日から施行する。 

５  この基本構想は、令和４年３月９日から施行する。 

６  この基本構想は、令和５年９月２９日から施行する。 

７  この基本構想は、令和８年３月２５日から施行する。 

変更前の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（令和３年３月９日公告第２３５号）に

おける利用権設定等促進事業については、令和７年３月３１日（その日までに地域計画が定められ、

及び公告されたときは、当該地域計画の区域については、この公告日の前日）までの間は、なお従

前の例により、新たに農用地利用集積計画を定め、及び公告することができるものとする。 


